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１ 推進体制と経過 

計画の適切な進行管理を進めるために、「鎌倉市次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会」において、

庁内の横断的組織を活用しながら、全庁的な施策の推進を図りました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市次世代育成 

き ら き ら プ ラ ン 

鎌倉市次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 
（全庁的な点検・評価・推進体制組織） 

 

 

市民等 

わかりやすく 
公表（毎年度） 

鎌倉市次世代育成支援対策協議会 

次世代育成支援対策に関し、市民や専門家等の意見を

広く反映させることを目的として、次世代育成支援対策推進

法第21条に基づき設置。 

協議会は、市長が委嘱する委員 20人以内をもって組織。 

 
行動計画推進のためのネットワーク組織としての機能を果た

すとともに、次世代育成支援についての課題提起や施策提案

等の活動を進めていきます。 

連携・協力 

実施状況
の 

整理・把握 

次年度の 

事業の実施 

次年度の事業

への反映 

広報かまくら 

ホームページ 

点 検 

評 価 

見直し 

意見（随時） 

Plan 

Do 

Check 

Action 
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○ 協議会、委員会の開催 

協議会、委員会をそれぞれ３回実施しました。 

年 月 日 協議会、委員会 

平成 24年 ６月 22日 第１回次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 

平成 24年 ７月 ６日 第１回次世代育成支援対策協議会 

平成 24年 11月 ６日 第２回次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 

平成 24年 11月 16日 第２回次世代育成支援対策協議会            

平成 25年 ２月 15日 第３回次世代育成きらきらプラン庁内推進委員会 

平成 25年 ３月 ４日 第３回次世代育成支援対策協議会            

○ 市民への周知   

発行部数 鎌倉きらきら白書（平成 23 年度次世代育成きらきらプラン推進状況報告書）  280部 

       平成 23 年度次世代育成きらきらプラン推進状況報告書ダイジェスト版   2,200部 

年 月 日 内容等 

平成 24年 ８月 15日～ 
『鎌倉きらきら白書（平成 23年度次世代育成きらきらプラン推進

状況報告書）』公表及び意見募集 

平成 24年 ８月 15日 「広報かまくら」８月 15日号掲載 

平成 24年 ８月 28日～ 

     ９月 25日 

『平成 23 年度次世代育成きらきらプラン推進状況報告書 ダイジ

ェスト版』市民健康課健診等会場内配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年 ８月 20日～ 

平成 25年１月 25日 

次世代育成団体別懇談会 

 かまくら子育て支援グループ懇談会 

青少年指導員連絡協議会 

鎌倉市手をつなぐ育成会 

 主任児童委員連絡協議会 

鎌倉市 PTA連絡協議会 

 鎌倉私立幼稚園協会・鎌倉私立幼稚園父母の会連合会 

 鎌倉市保育園保護者連絡会 

平成 24年 11月 24日 市民啓発活動  ママ＆パパ'S カレッジ特別企画：ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版配付等 

         （鎌倉女子大学にて） 

◆１歳６か月児健康診査 

 ８/28 深沢行政センター ９/７ 鎌倉保健福祉事務所   

９/21 たまなわ交流センター 

 

◆２歳児歯科健康診査 

 ９/６ たまなわ交流センター ９/13 鎌倉保健福祉事務所  

 

◆３歳児健康診査 

 ９/５ 鎌倉保健福祉事務所  ９/19 たまなわ交流センター   

 

◆抱っこ de シャベル 

 ９/11 たまなわ交流センター ９/12 鎌倉生涯学習センター 

 ９/18 深沢行政センター   ９/25 大船行政センター 
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２ 鎌倉市次世代育成支援対策協議会設置要綱 

（設置及び目的） 

第１条 市民が安心して子どもを生み育てることができ、子どもが心身ともに健やかに育つことがで

きる環境を整備するための次世代育成支援対策に関し、市民や専門家等の意見を広く反映させるこ

とを目的として、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第21条に基づき鎌倉市次世

代育成支援対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 協議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱をした日から平成24年３月31日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、協議会の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

（会議の公開） 

第６条 協議会の会議は公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、

これを公開しないことができる。 

（幹事） 

第７条 協議会に、幹事20人以内を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、次世代育成支援対策について委員を補佐する。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、こどもみらい課が担当する。 

（次世代育成団体別懇談会） 

第９条 市は、次世代育成についての意見を求めるため、事業主等が組織する地域協議会と次世代

育成団体別懇談会を実施し、必要な連携を図っていくものとする。 

（その他の事項） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、委員長が協議会に諮って定め

る。 

付 則 

この要綱は、平成16年４月12日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成17年９月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

  付 則（平成19年８月１日市長決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

 

（この要綱は、平成25年７月１日の鎌倉市子ども・子育て会議条例の施行に伴い、廃止した。） 
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３ 鎌倉市次世代育成支援対策協議会委員名簿 

選出団体等 役職等 氏
フリ

 名
ガナ

 

学識経験者 明治学院大学教授 松原
マツバラ

 康
ヤス

雄
オ

 

学識経験者 
神奈川県立保健福祉大学

教授 
新保
シ ン ボ

 幸男
ユ キ オ

 

鎌倉商工会議所 青年部会長 矢崎
ヤ ザ キ

 岳人
タケヒト

 

鎌倉青年会議所 理 事 平井
ヒ ラ イ

 麻衣子
マ イ コ

 

鎌倉市社会福祉協議会 常務理事 金川
カネカワ

 剛
タケ

文
フミ

 

鎌倉保健福祉事務所 保健福祉課長 佐藤
サ ト ウ

 弘美
ヒ ロ ミ

 

鎌倉市民生委員児童委員協議会 主任児童委員 菊池
キ ク チ

 順子
ジュンコ

 

かまくら子育て支援グループ懇談会 副代表 鎌上
カマガミ

 真樹
マ キ

 

鎌倉市手をつなぐ育成会 理事長 宮内
ミヤウチ

 淑江
ヨ シ エ

 

鎌倉市保育会 会 長 冨田
ト ミ タ

 英雄
ヒ デ オ

 

鎌倉市保育園保護者連絡会 副会長 藤枝
フジエダ

 香織
カ オ リ

 

鎌倉私立幼稚園協会 振興部長 中村
ナカムラ

 邦彦
クニヒコ

 

鎌倉私立幼稚園父母の会連合会 役員 田島
タ ジ マ

 敏子
ト シ コ

 

鎌倉市立小学校長会 
鎌倉市立稲村ヶ崎小学校 

校 長 
吉田
ヨ シ ダ

 真弓
マ ユ ミ

 

鎌倉市立中学校長会 
鎌倉市立深沢中学校 

校 長 
秋山
アキヤマ

 定明
サダアキ

 

鎌倉市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 大鐘
オオガネ

 亜子
ア コ

 

鎌倉市青少年指導員連絡協議会 副会長 下山
シモヤマ

 浩子
ヒ ロ コ

 

市民公募委員  堀田
ホ ッ タ

 絵里
エ リ
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 ４ 鎌倉市子ども・子育て会議条例 

（趣旨及び設置） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項の規定に基づき、

鎌倉市子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 会議は、委員22人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 子どもの保護者 

⑵ 事業主を代表する者又は労働者を代表する者 

⑶ 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

⑷ 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

⑸ 関係行政機関の職員 

⑹ 市民 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年以内とし、その満了の日は、市長が委嘱を行った日の属する年度の翌

年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 前条第２項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を

失ったときは、委員を辞したものとみなす。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

 この条例は、平成25年７月１日から施行する。 
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５ 鎌倉市子ども・子育て会議条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鎌倉市子ども・子育て会議条例（平成25年６月条例第２号）第４条の規定に

基づき、鎌倉市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（会長等） 

第２条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第３条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会議の公開） 

第４条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めたときは、これを

公開しないことができる。 

（意見の聴取） 

第５条 子ども・子育て会議は、その所掌事項について必要があると認めるときは、関係者の出席

を求め、その意見を聴くことができる。 

 （幹事） 

第６条 子ども・子育て会議に幹事20人以内を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命し、子ども・子育て会議の所掌事務について、委員を補

佐する。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て会議の所掌事務を所管する課等において処

理する。 

（その他の事項） 

第８条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子

ども・子育て会議に諮って定める。 

付 則 

この規則は、平成25年７月１日から施行する。 
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６ 鎌倉市子ども・子育て会議委員名簿 

氏
フリ

 名
ガナ

 
選出団体等 役職等 

青柳
アオヤギ

 玲子
レ イ コ

 
鎌倉市保育園保護者連絡会 副会長 

秋山
アキヤマ

 定明
サダアキ

 鎌倉市立中学校長会 
鎌倉市立深沢中学校 

校 長 

大鐘
オオガネ

 亜子
ア コ

 
鎌倉市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 

岡崎
オカザキ

 俊
トシ

博
ヒロ

 
三浦半島地域連合 執行委員長 

金川
カネカワ

 剛
ヨシ

文
フミ

 
鎌倉市社会福祉協議会 常務理事 

菊池
キ ク チ

 順子
ジュンコ

 
鎌倉市民生委員児童委員協議会 主任児童委員 

髙
コウ

 方子
マ サ コ

 
認定こども園鎌倉みどり学園 学園長 

阪口
サカグチ

 泉
イズミ

 
かまくら子育て支援グループ懇談会 代 表 

佐藤
サ ト ウ

 まゆ
マ ユ

子
コ

 
鎌倉私立幼稚園父母の会連合会 役 員 

下山
シモヤマ

 浩子
ヒ ロ コ

 
鎌倉市青少年指導員連絡協議会 副会長 

新保
シ ン ボ

 幸男
ユ キ オ

 学識経験者 
神奈川県立保健福祉大

学教授 

杉山
スギヤマ

 直美
ナ オ ミ

 
鎌倉保健福祉事務所 技 幹 

寺沢
テラサワ

 桜
サクラ

 
市民公募委員 - 

冨田
ト ミ タ

 英雄
ヒ デ オ

 
鎌倉市保育会 会 長 

富田
ト ミ タ

 美幸
ミ ユ キ

 
鎌倉市子どもの家保護者連絡協議会 - 

中澤
ナカザワ

 純二
ジュンジ

 鎌倉市立小学校長会 
鎌倉市立小坂小学校 

校 長 

中村
ナカムラ

 邦彦
クニヒコ

 
鎌倉私立幼稚園協会 振興部長 

福田
フ ク ダ

 弘美
ヒ ロ ミ

 
まんまる保育室 室 長 

藤井
フ ジ イ

 博子
ヒ ロ コ

 
かまくら福祉・教育ネット - 

堀田
ホ ッ タ

 絵里
エ リ

 
市民公募委員 - 

松原
マツバラ

 康
ヤス

雄
オ

 
学識経験者 明治学院大学教授 

（５０音順） 
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